
誓約書 
 

 撮影に際しては、公園施設（樹木を含む）を損傷しないように注意します。 

また、事前に損傷を及ぼす可能性があるときには施設に対して保護・養生を行い、 

損傷を未然に防ぎます。 

 

 撮影に際しては、公園施設（樹木を含む）を損傷しないように注意しますが、万一、

公園施設を損傷した場合は、申請者の費用で現状回復をします。 

 

 近隣住民に影響を及ぼす恐れのある場合は、申請者が近隣住民に説明し、同意を 

得て、苦情処理も含め対応します。 

 

 撮影の際に第三者に損害を与えた場合は、申請者において損害を賠償します。 

 

 撮影の際に公園利用者に影響を及ぼす恐れのある場合は、警備員等を配置し、公園

利用者に対して迷惑のかからないよう対応します。 

 

 

                         年    月    日 

             申請者                     


